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　本誌４月号で日本禁煙推進医師歯科医師連盟総
会の様子を紹介しましたが、その前後の重大な出
来事を紹介します。

①　�東京都受動喫煙防止条例、第４回検討委員会
（２月12日）

　安念座長から「都条例として規制すべき地域的
な特性を持つとは考えにくいので中央政府が行う
ことが望ましい」「法律で規制されていないものを
条例で規制するのは条例制定権の限界で困難」と
いう座長案が読み上げられたことが報道されまし
た。それに対する岡本弁護士の反論は４月号に解
説してあります。

②　�ＷＨＯタバコ対策担当部長講演会（３月10
日）

　参議院議員会館において、ＷＨＯでタバコ問題
を担当している生活習慣病予防局長のダグラス・
ベッチャー氏の講演会がありました。主催は、「東
京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫
煙防止条法を実現する議員連盟」で、会長は自由民
主党の尾辻秀久氏。司会は参議院議員の松沢成文
氏（次世代の党）。平沼赳夫氏（次世代の党）、川田龍
平氏（維新の党）、武見敬三氏（自由民主党）ら議連
に所属する約20人の議員が聴講しました（図１）。
・�ＷＨＯは、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）と
ともにオリンピック・パラリンピック大会の開
催都市に対し、競技会場の全面禁煙化を求める
とともに、公共施設や飲食店などについても禁
煙の取り組みを進めるよう働きかけていること
・�2004年のアテネオリンピック以降は、冬季オリ
ンピックを含むすべての開催都市で罰則付きの
法律や条例が新たに制定されてきたこと
・５年後にオリンピック、パラリンピックの開催

を控えている東京都では、公共施設や飲食店に禁
煙を義務づける条例制定などのめどは立っていな
いこと
　以上を指摘した上で、「東京都は都内の飲食店な
どに対し、禁煙が望ましいとしているが、法律や条
例で罰則を設けて義務化したものではないので実
効性がない」と述べ、「2020年の東京大会を控え、
屋内施設の全面禁煙化が必要である」ことを強調
されました。
　以前にも紹介したように、ロシアは2014年のソ
チ大会がきっかけで屋内は禁煙化され、2018年の
ピョンチャン大会を控えた韓国も2015年１月か
ら飲食店等のサービス産業を含む屋内施設が全面
禁煙となりました。この講演会で得た新しい情報
を表に示します。人口が700万人を超える世界21
大都市の中で、屋内の禁煙化、課税措置、写真入り
警告などの対策がどれもできていないのは中国
（北京と香港を除く）と東京だけでした。改めて日
本の対策の遅れを浮き彫りにする一覧表です。
　ベッチャー氏の「日本の清潔さ、交通網の整備、
人々の丁寧さは22世紀のレベルなのに、タバコ問

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その７）
�  産業医科大学産業生態科学研究所　　　　　　　　　健康開発科学研究室　教授　大和　浩

（図１）挨拶をする議連会長の尾辻議員
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題だけは20世紀の状態にとどまっている」と
いう言葉が特に印象に残りました。

③　�松沢成文参議院議員が「意見書」を都に提
出（３月20日）

　禁煙・分煙の両論併記で終わってしまいそ
うな都条例検討委員会に対して、「神奈川県公
共的施設における受動喫煙防止条例」を成立
させた前知事として意見を述べさせて欲し
い、と都に申し入れていた松沢氏ですが、その
機会を与えられないまま結論が出される予定
であることを知り、「意見書」（資料１＝19～20
ページ参照）を都の担当者に手渡しました。

④　�ＮＨＫが正午のニュースでベッチャー氏のイ
ンタビューを報道（３月30日）

　氏が滞在中に受けたインタビューのコメントが
お昼のＮＨＫニュースで流れました（図２）。ちな
みに、左胸の「オリンピックを成功させよう」とい
うピンバッジは３月10日に私がプレゼントした
ものです。

⑤　�東京都受動喫煙防止条例、第５回検討委員会
（３月30日）

　上記ニュースの後、15時30分から東京都受動喫
煙防止条例の最後の検討委員会となる第５回目の
会議が始まりました。自ら「法律屋」と称する安念
座長から、いつもの調子で「『まとまらなかった』と
いうまとめをすることになるでしょう」という発

（図２）ＮＨＫニュースで東京都の遅れを指摘するベッチャー氏
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言に対して、推進派の医師た
ちから次々と
・�条例化に賛成する意見と反
対する意見が同じ扱いで
あることは納得出来ない
・�圧倒的多数の意見は「条例
化賛成」であったことが分
かるように報告書を作成
すべき
・�賛成派の委員と反対派の委
員の一覧表を作成すべき
・�日本医師会として検討会に
参加した報告書が、国民に
「分煙」という形で受動喫
煙を強要する結果になる
のは容認出来ない
・�罰則のある条例化が必要である
・�オリパラ大会までに禁煙化すべきであることが
述べられている日本禁煙推進医師歯科医師連盟
学術総会で採択された「無煙都市東京宣言」（資
料２＝21ページ参照）を読んで欲しい
　という強い反対が次々と述べられました。さら
に、「松沢氏からの『委員会で意見を述べたい』とい
う申し出はなぜ受理されなかったのか。同氏から
提出された『意見書』を回覧すべきだ」という求め
があり、急きょ、コピーして生温かい状態で配布さ
れました。なんと、ここまでで90分、残りは30分で
す。
　会議の冒頭で配布された「座長とりまとめ案」が
紛糾した場合に備えて、推進派から反対意見が出
そうな部分を取消し線で消した代替案が「座長取
りまとめ案」（資料３＝22～ 23ページ参照）で
す。ところが、これがさらに議論をヒートアップさ
せました。
・�「座長とりまとめ案」の２枚目の「提言」の（４）を
冒頭に持ってくるべきであり、「再検討」という
あいまいな言葉で重大問題を先送りしてはなら
ない
・�国の動向をみて決める、のではなく、都がどうし
たいのか、という問題であり、国に影響を与える
ような結論を出すべきである
・�飲食店等のサービス産業で働く従業員の健康を
守らねばならない、という議論があったはずだ

・�禁煙化で収入が落ちる恐れがある、という意見
は飛行機、タクシーや列車の全面禁煙化の際に
もあったが、実施してみたら何の問題もなかっ
た
・�逆に、経営者に禁煙か、喫煙かを選ばせる方が混
乱を招く
・�オリパラ大会の準備として必要、という点を強
調すべき
・�国際的に見て恥ずかしくない対策をとるべき
と猛反対が続き、結局承認されず却下されました。
「座長とりまとめ案」でシャンシャンを期待してい
た座長の目

も く ろ み

論見は崩れ、年度をまたいで第６回検
討会を開催することになったことが、夕方のＮＨ
Ｋニュースで報道されました（図３）。
　今回、東京都条例がタバコ産業を代表する業界
の意見で骨抜きになり、罰則付き条例化が葬り去
られる様子を見届けるつもりで参加したところ
が、推進派医師と法律家の土俵際の粘り腰、徳俵か
ら土俵中央に戻ってきた状況です。わたし的には、
両国国技館大会でブロディのキングコング・ニー・
ドロップをまともに受けた猪木がカウント2.9で
肩を上げ、アリ・キックで反撃に転じたシーンが目
に浮かびました。
　推進派の委員の皆さんに心の中で惜しみない拍
手を送りつつ、会場を後にし、渋谷で待ち合わせて
いた家族と合流しました。

（図３）ＮＨＫの夕方のニュースで報道された「結論出ず」
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